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労働者協同組合は、
働くメンバーが協同組合の原則を活用して、

所有し民主的にコントロールするビジネスです。
労働者協同組合は魅力にあふれ、

これまでの投資家所有企業モデルの代替策として

存在感を増しています。
[image: image4.emf]労働者協同組合は世界中で成功をおさめているビジネスです。バスク地方では、モンドラゴン労働者協同組合がスペインで7番目に大きな事業体となっています。またイタリアのエミリア・ロマーニャ州では、幾千もの小さな生産者協同組合がネットワークを作り、ヨーロッパで10番目に豊かな地域経済を作りあげました。
イギリスでは、約400の独立した労働者協同組合があり、そこではおおよそ2000人が様々な産業で活躍しています。しかし、上に挙げた例のような労働者協同組合運動が、私たちの国であまり発展しないのは、どうしてなのでしょうか？この急進的なビジネスの形態を、どのようにきちんと運営すべきかを、学んでこなかったからでしょうか？
このガバナンス規範を私たち共通の手引きとして活用してお互い助け合い、私たち自身の労働者協同組合サクセス・ストーリーを作ろうではありませんか。
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はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
私たちは皆、労働者協同組合の成功を願っています。それはビジネスとしても、民主的な協同組合という点においてもです。しかし、この2つの視点のうち、どちらかを選ばなければならないことも少なくありません。協同組合の夢が事業ニーズの中に埋もれてしまうこともありますし、協同組合の原則についての議論が、事業運営を妨げてしまうこともあります。
このガイドは、労働者協同組合が長年積み上げた経験を元に作られました。なぜならば、解決の道が私たちの中にすでに存在していると気づいたからです。成功を収めた労働者協同組合は、すばらしい事業運営テクニックを協同組合のやり方で活用しています。ビジネスと民主的な協同組合という2つの視点は、どちらかを選ぶ「選択」ではなく、双方の「バランスをとる」ものなのです。
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このガイドは、労働者協同組合がまさにこのバランスをとる参考にしていただきたいものです。「ガバナンス」とは、協同組合の全体的な運営・スーパービジョン・説明責任のことです。つまり、あなたの協同組合や事業を効果的に運営する方法のことで、たとえば組合員になるとはどういうことなのかを明確に示した文書や、健全な財務管理、組合員が将来に向けて必要とする技術向上機会の提供などが挙げられます。
このガイドは、労働者協同組合ガバナンスの原則を初めてまとめたものです。1995年にICA（国際協同組合同盟）が合意した協同組合の7原則に基づいて、これらの原則をどのように活用して、事業運営と協同組合運営を同時に成功させられるかを説明しています。
このガイドは、皆様に枠組みを示すもので、それは事例や参考資料、関係機関に支えられるものです。協同組合の原則を実際にどう実現するのか（もちろん民主的に）は、皆様次第です。協同組合のメリットを見つけ出すのに時間はかからないでしょう。

協同組合のご挨拶にかえて

労働者協同組合ガバナンス規範作成部会　2006－2008
このガイドの使い方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

このガイドは、協同組合の7原則に基づいています。各ページで１つずつ原則が説明され、なぜそれが協同組合にとって大切なのかや、その原則を守るために協同組合がすべきことをまとめています。皆様が協同組合や事業を運営していく上での、簡潔で実践的なガイドです。
このガイドでは、労働者協同組合の望ましいガバナンスについて、すべて触れているわけではなく、根本的な事項と思われるものをまとめています。今後は、労働者協同組合のメンバーの皆様と、追加すべき内容などをさらに検討し、数年後には改訂版を作りたいと考えています。
このガイドは、あえて短くしてあり、詳しい方法や手続きなどというよりは、労働者協同組合の望ましいガバナンスの核となる内容に重点をおいています。詳しい内容は、オンライン版のガイドでご覧になれ、そこではインタラクティブ版のガイドや、成功を収めた労働者協同組合の方法・手順・戦略など事例へのリンク、そのほか参考情報が掲載されています。
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このガイドはオンライン版も印刷版も、時間とともに進化するものです。印刷版では、労働者協同組合の望ましいガバナンスの基本的事項を説明し、オンライン版では詳細情報をご提供していきます。このガイドが、新しい協同組合にとっても既存の協同組合にとっても参考となることを願っています。しかしそれは、労働者協同組合のメンバーの皆様から、このガイドについてフィードバックをいただいたり、事例を提供していただいて、初めて実現できることです。皆様との協同により、イギリス中の労働者協同組合にとって強固な基盤を作るガバナンス規範を作ることができるのです。
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労働者協同組合は、ビジネスの長期的な成功に関心を寄せる人々がまとまったチームで、最高の能力を発揮します。
あなたの協同組合ですべきこと：
1. 組合員としての責任を受け入れて働ける人すべてに、自発的な会員への門戸を開くこと。
2. 組合員の権利と義務（組合員の職務説明書など）に同意すること。
3. [image: image11.emf]組合員となることに関する情報を、働く人すべてに提供すること。

4. 組合員となりたい人に、試用期間や入団研修を行うこと。

5. 働く人の大半が組合員となり、組合員の大半が働く人であるよう取り組むこと。

労働者協同組合は、透明性があり公平な意思決定に組合員が参加することで（協同組合ビジネスとしての）成功をおさめます。小さな協同組合以外では、組織を代表して権限の委譲が必要なときもあります。

あなたの協同組合で保証すべきこと：

1. 組合員による事業運営への積極的な参加。
2. あらゆる運営機能における民主的なプロセスあるいは民主的な説明責任。
3. 組合員による長期計画づくりへの積極的な参加。

4. 効果的なコミュニケーション（協同組合と組合員の間、組合員同士のコミュニケーション含む）。
5. 協同組合や事業を代表する組合員を合意の上で選び、権限を委譲すること。

6. 協同組合ガバナンスや事業マネジメントプロセスの定期的な見直し。


皆様の協同組合では、組合員が必要とし希望する給与や報酬を提供します。組合員として、皆様はその報酬がどのようなものとするのかを決め、皆にそれが提供できるよう事業を運営し、事業の未来を守るのです。
あなたの協同組合で保証すべきこと：

1. 共同所有資金の積み立て。


2. 組合員によって作られ合意を得た、賃金その他報酬（金銭的なもの以外も含む）形態。

3. もし組合員が事業へ個人的な投資を行っても、それによって投票権が増えるわけではない。しかし大半の組合員が、希望すれば投資できるシステムが整備されていること。
4. スキルや経験を維持できるよう、長期的な仕事や在籍を維持できる給与レベル。


ビジネスを成功に導き、どのような資金提供者・仕入先・取引先へも依存しすぎないために、自らの協同組合の運営や計画に取り組みます。

あなたの協同組合ですべきこと：

1. 事業計画や運営プロセスの定期的な見直し。

2. 事業のあらゆる部分での財務管理（内部監査含む）。
3. 業務・人事・マーケティング・その他ビジネス機能の積極的な運営。

4. 協同組合や事業が直面するリスク（外部・内部ともに）の管理。

5. 協同組合が掲げる目標の達成に必要なマネジメント・調整・技術的スキルの評価。
6. 合意を得た労働条件や効率的な運営を実践できるための設備投資。
7. 自らの協同組合の実績を、広く認められている行動基準（このガバナンス規範を含む）にそって評価する。

教育・研修・自己啓発は、労働者協同組合で働く仲間のスキルを広げ、より多くの仕事に対応できるほか、運営への参加や協同組合ビジネスの発展にもつながります。
あなたの協同組合ですべきこと：

1. すべての組合員や組合員候補に対する、入団研修や協同組合に関する研修の実施。
2. 現在や将来のニーズに対応するため、組合員や働く人を対象とした技術研修（職業訓練）の実施。
3. 幹部・専門職・代表者への専門的能力開発や研修の実施。
4. 効果的な協同組合ビジネスのコーディネートを実践するための、マネジメント技術習得。

5. 社会や地域コミュニティに対する、協同組合やそのメリットの広報。


協同組合事業間の協同は、協同組合にとって事業成功の鍵となっています。第6原則は、協同組合を倫理的に民間の競合者をしのぐ位置へと押し上げています。
あなたの協同組合ですべきこと：

1. あらゆるタイプの協同組合とのネットワーク作りや、組合員同士のつながりの推進。
2. 協同組合間の取引の優先。

3. 協同組合間での公平で誠実な事業競争の実施。

4. スケールメリットを活用し、事業チャンスへのアクセスを確保し、長期的な事業発展を実現するために、協同組合間の協同を追求する。
5. Co-operative UKに加盟し、国や地域での協同組合の関連活動に参加する。

6. 協同組合の仲間と情報や成功事例を積極的に共有する。


協同組合はコミュニティに根ざした事業です。もしあなたの協同組合が地元や幅広いコミュニティと良い関係を築ければ、それは好循環を呼び、あなたの協同組合や組合員へチャンスもできます。
あなたの協同組合ですべきこと：

1. あなたの事業がもたらす環境的・社会的影響を積極的にコントロールすること。

2.  倫理的な事業基準に同意し、その基準を達成すること。

3. 働く人の健康・安全・福利を高い水準で守ること。


4. フェア・トレード（公正取引）や他の倫理的・持続可能な取り組みを優先し、推進すること。

5. 地元や幅広いコミュニティに積極的に参加し、コミュニティ活動で協同組合の原則を推進すること。


世界労働者協同組合宣言
ICA（国際協同組合同盟）は、2005年9月に世界労働者協同組合宣言を承認しました。この宣言は、労働者協同組合とはどのようなものを指すのか、国際的な基準を定めることを目的に、世界労協連（CICOPA）が作成したものです。
世界のあらゆる国で、働く人々は「協同組合」と呼ばれる組織から搾取されています。その組織が「協同組合」と呼ばれているからといって、それが本当の意味で「協同組合」であるとは限りません。真の労働者協同組合となるために、組織はこの宣言に従わなくてはなりません。

はじめに

私たちは皆、仕事をより良くしたいと願っています。そのためには今までより素晴らしく、公正で、尊厳ある仕事の仕方に向けた努力が必要です。
きちんと運営されている労働者協同組合では、働く人それぞれが仕事やその環境の民主的なコントロールに参加できています。
協同組合は、「協同で所有し、民主的にコントロールする事業を通じて、共通の経済・社会・文化的ニーズや願いを満たすために、自発的に団結した人々の自治的な組織」であると定義されています。
協同組合は7つの原則に沿って運営されています
1. 自発的で開かれた組合員組織

2. 組合員による民主的運営

3. 組合員の経済的参加

4. 自律と独立

5. 教育・研修・広報

6. 協同組合間の協同

7. 地域社会への配慮

協同組合は共通の価値に基づいています
· 自助

· 自己責任

· 民主主義

· 平等

· 公正

· 連帯

· 誠実

· 開放

· 社会的責任と他者への配慮

労働者協同組合には次のような基本的基準が定められています
1. 以下の主な目的を達成するために富を集める事業体です。
· 持続可能な仕事おこしや仕事の維持をする

· 組合員の生活の質を向上する

· 組合員による民主的な自主管理

· 働く人すべてにとって尊厳ある仕事

· 地域やコミュニティ発展の推進

2. 労働者協同組合のメンバーになるのは自由で自発的なものですが、事業が支えられる持続可能な仕事の数に支配されます。
3. 働く人すべてが労働者協同組合の組合員にならなければいけないわけではありませんが、大半の人が組合員であるべきです。また、働いていない人でも組合員になれるケースもありますが、労働者協同組合では組合員の大半が働く人であるべきです。
4. 組合員と協同組合の関係は、一般企業や自営業で働く人とは違います。しかしイギリスの雇用法ではこの関係性について認知されていません。

5. 労働者協同組合の内規は、組合員が民主的に合意した方法で決められます。
6. 労働者協同組合は自律・独立したものでなければいけません。もちろん協同組合はイギリスの法や規制に制約されますが、組織運営・取引・雇用・生産にかかわる資産所有などのあらゆる面で、第三者に従属してはなりません。また、事業体が利益の上がらない部門を分散させたり、ほかの事業に労働力を提供する目的で設立した協同組合は、この宣言では協同組合とは言いません。

内部規定
労働者協同組合は、以下のような内部規定に従って運営されなければいけません。
· 組合員の公正な給与体系があること。給与には役割・責任・生産性の違いなどを反映できますが、最高と最低の給与格差を最小限に抑えるよう努力すること。
· 協同組合で、事業のために使える共有あるいは不分割の積立金や資金を所有すること。
· 協同組合が提供する機材・施設などは、事業があらゆる意味で効果的となるために使われること。

· 協同組合は、イギリスの法律に従い成功事例を参考にした労働条件を提示しなければなりませんが、常に最低基準よりも良いものを目指すこと。
· 協同組合の管理・ガバナンス組織はすべて民主的なもので、あらゆる決定は民主的に行われるか明確な責任ラインにおいてなされること。

· 組合員や協同組合の改善に向けて、技術や知識を高めるため、組合員への継続した研修・発展システムを構築すること。
· 協同組合は働く人やその家族の状況改善だけでなく、持続可能なコミュニティの発展に向けても働きかけること。

· 協同組合は、ほかの事業体への労働力提供や、働く人の環境水準を引き下げる者として存在するのではなく、自らが独立し発展する事業であること。
きちんと運営された労働者協同組合は、
成功するビジネスマネジメントや民主的な組織の骨組みとして、
協同組合の原則を活用しています。
このガイドは、
労働者協同組合の適切な運営の主なポイントについて、
簡潔にまとめています。

Co-operativesUK

Holyoake House

Hanover Street

Manchester 

M60 OAS

www.cooperatives-uk.coop
Tel: 0161 246 2900

Fax: 0161 831 7684


労働者協同組合


ガバナンス規範








成功する協同組合ビジネスの経営ガイド





歴史を作り、流れを変えようとする人は、変化の結果を受身で待つと決めた人よりも有利である。





モンドラゴン協同組合創始者


ドン・ホセ・マリア・アリスメンディアリエタ





原則


1





自発的で開かれた組合員組織‐





組合員としての責任を受け入れて働ける人すべてに、組合員となる門戸が開かれます





原則


2





民主的な運営‐


組合員は積極的に協同組合事業のガバナンスに参加します。一人一票です。選ばれた代表は、組合員に対して説明義務があります。





原則


3





組合員の経済的参加‐


組合員は民主的に事業の資金（その一部は共有財産）運営を行います。余剰（利益）は、協同組合の発展や、協同組合での労働に応じた組合員への支払いのほか、組合員が承認したその他の用途に使われます。





原則


4





自律と独立‐


協同組合は、組合員がコントロールする自律した事業体です。合意・契約・外部との支払協定などでは、そのことが明確に認識されなければなりません。





原則


5





教育・研修・広報‐


組合員・選ばれた代表者・幹部・マネージャー・働く人に対しては教育・研修を行い、協同組合発展へ更に貢献できるよう努めます。広く社会に対しては、協同組合やそのメリットについて広報活動を行います。





原則


6





協同組合間の協同‐





協同組合は、地域・国・国際レベルでの協同によって、組合員へ効果的に仕え、協同組合運動を強化します。





原則


7





地域社会への配慮‐





協同組合は、地元コミュニティの持続可能な発展に努めます。





付録





オンライン版ガイド：www.workercode.coop


フィードバック・事例や資料の提供：feedback@workercode.coop
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